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外
務
省
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
の
法
的
根
拠
如
何
。

二

健
康
管
理
休
暇
制
度
に
つ
き
、
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
三
第
四
九
号
）
で
は
「
健
康
管
理
休
暇
制
度
は
、
自

然
環
境
、
衛
生
環
境
、
社
会
環
境
等
が
厳
し
い
勤
務
地
に
勤
務
す
る
在
外
研
修
員
を
除
く
在
外
職
員
及
び
そ
の
在
外
職
員
と

同
居
し
て
い
る
扶
養
親
族
が
、
健
康
診
断
を
受
診
す
る
等
の
目
的
で
、
そ
の
在
外
職
員
の
年
次
有
給
休
暇
の
範
囲
内
で
近
隣

先
進
国
等
に
赴
く
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
。
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
、
同
制
度
が
適
用
さ
れ
る
国
々
に
あ
る
我
が
国
の

在
外
公
館
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
「
近
隣
先
進
国
等
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
国
を
指
す
の
か
、
全
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

三

二
の
国
々
の
う
ち
、
実
際
に
健
康
管
理
休
暇
制
度
を
利
用
し
た
外
務
省
職
員
が
多
く
訪
れ
る
国
は
ど
こ
か
、
そ
の
上
位
五

か
国
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

「
政
府
答
弁
書
」
で
は
、
平
成
十
七
年
度
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
の
予
算
額
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成

十
八
年
度
、
十
九
年
度
、
二
十
年
度
、
二
十
一
年
度
の
予
算
額
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
の
各
年
度
に
お
い
て
、
健
康
管
理
休
暇
制
度
を
利
用
し
た
外
務
省
職
員
は
そ
れ
ぞ
れ
何
人
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

一



い
。
な
お
、
人
数
の
集
計
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
場
合
は
、
答
弁
提
出
の
延
期
に
応
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
、

外
務
省
に
お
い
て
は
、
「
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
な
ど
と
し
て
答
弁
を
避
け
る
こ
と
の
な
い
様
、
要
請
す
る
。

六

二
の
答
弁
に
は
「
健
康
診
断
を
受
診
す
る
等
の
目
的
で
」
と
あ
る
が
、
健
康
管
理
休
暇
制
度
を
利
用
し
た
外
務
省
職
員

は
、
必
ず
健
康
診
断
を
受
診
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
同
省
に
報
告
す
る
義
務
を
負
う
か
。
そ
れ
と
も
、
健
康
診
断
を
受
診
す
る

か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
当
該
職
員
の
任
意
に
よ
る
か
。

七

外
務
省
職
員
が
健
康
管
理
休
暇
制
度
を
利
用
し
て
、
自
身
が
勤
務
す
る
国
か
ら
二
の
国
々
へ
移
動
す
る
際
の
渡
航
費
用

や
、
移
動
先
の
ホ
テ
ル
料
金
や
食
事
代
等
の
滞
在
に
係
る
費
用
は
、
当
該
職
員
本
人
の
み
な
ら
ず
当
該
職
員
の
扶
養
親
族
の

分
も
含
め
、
全
て
公
費
、
つ
ま
り
国
民
の
税
金
に
よ
り
ま
か
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
承
知
す
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

八

一
般
に
民
間
に
お
い
て
は
、
外
務
省
に
お
け
る
健
康
管
理
休
暇
制
度
と
同
様
の
手
厚
い
制
度
を
、
海
外
に
駐
在
し
て
い
る

社
員
の
た
め
に
準
備
し
て
い
る
企
業
は
な
い
と
思
料
す
る
。
健
康
管
理
休
暇
制
度
は
、
社
会
通
念
上
平
均
的
な
、
民
間
と
比

較
し
て
も
妥
当
と
は
言
え
な
い
、
ま
さ
に
外
務
省
職
員
を
優
遇
し
す
ぎ
て
い
る
特
権
と
も
い
う
べ
き
制
度
で
あ
る
と
考
え
る

が
、
同
省
と
し
て
、
同
制
度
の
あ
り
方
を
見
直
す
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


